
契 約 変 更 理 由 書 
神⼾市 

⼯ 事 名 垂⽔消防署⾼丸出張所個室化設備⼯事 

契約変更内容 
 
１．⼯期の延⻑ 

既定：令和 5 年 8 ⽉ 23 ⽇ ~ 令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇ 
変更：令和 5 年 8 ⽉ 23 ⽇ ~ 令和 6 年 3 ⽉ 19 ⽇（19 ⽇間の延⻑） 

契約変更理由 
 
１．下記理由により、令和 6 年 3 ⽉ 19 ⽇迄 19 ⽇間の⼯期延期を⾏う。 

①別途建築⼯事進捗遅れに伴い、建築取合い部の施⼯並びに官庁検査が⼯期期限直前と
なり、完成検査資料作成・整理調整に時間を要するため。 

②⼯期延期に伴う共通費の変更（増額変更） 

（公表様式第６号） 


